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監視」ニュース「ＮＯ！
監視社会を拒否する会
共同代表 伊藤成彦・北野弘久・田島泰彦

福島 至・村井敏邦
6-22-16-805連絡先 東京都中野区本町〒 164-0012

Tel 03-5328-0656 Fax 03-5328-0657

昨
年
８
月
５
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
グ
ー
グ

ル
社
の
「
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
は
、
通
行

し
て
い
る
市
民
や
車
両
、
個
人
宅
が
密
集
す

る
住
宅
地
な
ど
を
無
断
で
撮
影
し
て
、
本
人

の
同
意
な
く
こ
れ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

公
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
民
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
権
利
を
著
し
く
侵
害
す
る
人
権
侵
害

の
事
業
で
す
。
こ
の
事
業
を
た
だ
ち
に
中
止

す
る
こ
と
を
求
め
て
、
田
島
泰
彦
さ
ん
（
上

智
大
学
教
授
）
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
研

究
者
・
弁
護
士
・
市
民
・
労
働
組
合
が
立
ち

上
が
り
、
昨
年

月

日
に
、
グ
ー
グ
ル
社

12

19

に
要
請
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
こ
の
中
止
要

、

（

）
、

請
は

田
島
泰
彦
さ
ん

上
智
大
学
教
授

石
村
善
治
さ
ん
（
福
岡
大
学
名
誉
教
授

、
）

伊
藤
成
彦
さ
ん
（
中
央
大
学
名
誉
教
授

、
）

上
原
公
子
さ
ん
（
前
国
立
市
長

、
小
田
中

）

聰
樹
さ
ん
（
東
北
大
学
名
誉
教
授

、
北
野

）

弘
久
さ
ん
（
日
本
大
学
名
誉
教
授

、
斎
藤

）

貴
男
さ
ん
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

、
齋
藤

裕

）

さ
ん
（
弁
護
士

、
清
水
雅
彦
さ
ん
（
札
幌

）

学
院
大
学
教
授

、
瀬
下
美
和
さ
ん
（
ジ
ャ

）

ー
ナ
リ
ス
ト

、
浜
島

望
さ
ん
（
一
矢
の
会

）

世
話
人

、
水
永
誠
二
さ
ん
（
弁
護
士

、
武

）

）

藤
糾
明
さ
ん
（
弁
護
士
）
が
呼
び
か
け
、
１

４
２
名
の
方
と
労
働
組
合
２
団
体
が
賛
同

し
て
実
現
さ
れ
ま
し
た

【
要
請
書
と
賛

。

同
一
覧
は
２
頁
と
３
頁
に
掲
載
】

要
請
書
で
は

「
公
共
空
間
を
通
行
す

、

る
市
民
を
、
本
人
の
承
諾
な
し
に
撮
影
し

録
画
す
る
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権

利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法

条
13

に
違
反
」
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

た
と
え
「
公
道
か
ら
撮
影
し
た
も
の
」
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
「
住
所
や
地
図
の
情

報
等
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
同

意
な
く
個
人
の
居
宅
を
撮
影
さ
れ
画
像
を

公
表
さ
れ
る
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

権
利
の
侵
害
と
な
る
」
と
し
て

「
ス
ト

、

リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
事
業
が
憲
法
に
違
反
す

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

要
請
書
で
は

「

ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
』

、
『

サ
ー
ビ
ス
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
す

こ
と
に
よ
り
、
一
般
の
カ
メ
ラ
や
監
視
カ

メ
ラ
な
ど
に
よ
る
撮
影
以
上
に
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
情
報
を
容
易
に
、
か
つ
広
範
、
大

量
、
永
久
的
に
流
布
さ
れ
、
深
刻
な
権
利

侵
害
を
も
た
ら
す
」
と
し
て

「
ス
ト
リ

、

ー
ト
ビ
ュ
ー
」
事
業
を
た
だ
ち
に
中
止
す

る
こ
と
を
強
く
求
め
て
い
ま
す

(
)

。
４
頁
へ

2009年 1月14日 第２２号

第
二
二
号

e-mail kansi-no@pf7.so-net.ne.jp URL http://www009.upp.so-net.ne.jp/kansi-no/

グーグル社に、人権侵害の

「ストリートビュー」事業の中止を要請
― ―２００８年１２月１９日
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２００８年１２月１９日

要 請 書

グーグル株式会社 御中

「 」 、貴社がインターネット上で提供している ストリートビュー サービスは

地域社会や市民の同意もなしに、生活道路をふくむ住宅地などをくまなく撮

影、公表するという市民のプライバシーの権利を乱暴に侵害するものです。

公共空間を通行する市民を、本人の承諾なしに撮影し録画することは、プ

ライバシーの権利を侵害するものであり、憲法１３条に違反します。この点

は、日本の最高裁でも認められているところです（１９６９年１２月２４日

の京都府学連事件・最高裁判決。他に２００５年９月２７日の東京地裁判決

など 。また、公道から撮影したものであろうと、少なくとも、住所や地図の）

情報等と関連づけられるとすれば、同意なく個人の居宅を撮影され画像を公

表されることは、プライバシーの権利の侵害となります。この趣旨は、２０

０３年９月１２日の早稲田大学名簿提供事件の最高裁判決に照らしても明ら

かです。今回の「ストリートビュー」サービスは、インターネットを通すこ

とにより、一般のカメラや監視カメラなどによる撮影以上に、プライバシー

情報を容易に、かつ広範、大量、永久的に流布され、深刻な権利侵害をもた

らします。

したがって、貴社の「ストリートビュー」サービスの提供をただちに中止

することを、ここに強く求めるものです。具体的には、①現在インターネッ

トに提供している「ストリートビュー」の画像をすべて削除し、画像記録を

消去すること、②いま進めている１２都市以外の地域での「ストリートビュ

ー」のための作業を中止し、画像記録をすべて消去すること、を求めます。

石村善治（福岡大学名誉教授）伊藤成彦（中央大学名誉教授）

上原公子（前国立市長）小田中聰樹（東北大学名誉教授）

（ ） （ ） （ ）北野弘久 日本大学名誉教授 斎藤貴男 ジャーナリスト 齋藤 裕 弁護士

清水雅彦（札幌学院大学教授）瀬下美和（ジャーナリスト）

田島泰彦（上智大学教授）浜島 望（一矢の会世話人）水永誠二（弁護士）

武藤糾明（弁護士）
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相磯まつ江（弁護士）青野 渉（弁護士）秋山八千代（生花講師）浅見輝男【賛同】

（茨城大学名誉教授）阿部 潔（弁護士）荒川 亘（八王子平和遺族会会員）飯田泰雄

（鹿児島大学名誉教授）五十嵐二葉（弁護士）生田暉雄（弁護士）池内広光（西福岡

民主商工会）石川智太郎（弁護士）石黒紀子（高校非常勤講師）石坂 啓（漫画家）

石塚さとし（月刊「マスコミ市民」編集長）井上公子（新婦人早良支部常任委員）

猪原マサ子 入口品恵 入口良文（部落解放同盟佐賀市連絡協議会・議長）岩場達夫

（司法書士）岩畑政行 岩淵正明（弁護士）植木こうじ（都議会議員）浦田一郎（明

治大学法科大学院教授）遠藤富寿（キリスト教会牧師）及川道比古（編集者）

大江洋一（弁護士）大島和代 大島藤太（部落解放同盟佐賀県連統制委員長）

太田真美（弁護士）大西由紀子（都議会議員[生活者ネットワーク]）大森 実（明峰コ

、 ） （ ） （ ）ミュニティ安全部部会長 川西防犯協会支部長 大脇雅子 弁護士 岡田 尚 弁護士

岡田行雄（熊本大学法学部准教授）岡部雅子（ 憲法」を愛する女性ネット世話人）「

小澤 誠（住基ネット訴訟福島原告団）小野順子（弁護士）小野田忠茂（胴元[芸人三

昧]）金子 勝（立正大学教授）神山美智子（弁護士）亀田成春（弁護士）岸 恵子

北上哲仁（川西市議会議員）北口 学（人権ジャーナリストの会事務局長）北島良人

銀林 浩（明治大学名誉教授）倉光道子 栗木黛子 小関傳六（弁護士）小塚陽子（弁

護士）後藤幸子（会社員）小林 武（愛知大学教授）小林登美夫 小牧純爾（金沢大学

名誉教授）小松 浩（神戸学院大学教授）薦田伸夫（弁護士）小森田秋夫（大学教員）

近藤広明（弁護士）斉藤小百合（恵泉女学園大学教授）佐高 信（ 週刊金曜日』発行『

人）佐藤昭夫（早稲田大学名誉教授）佐藤哲之（弁護士）佐藤典子（弁護士）

澤田陽子 澤藤統一郎（弁護士）篠塚芳教（電算労事務局長）柴田高好（東京経済大

学名誉教授）島 美幸 島 義隆 陣内泰子（八王子市議）菅野 博（住基ネットいらん

東播磨の会事務局員[兵庫訴訟原告]）杉浦一孝（名古屋大学大学院法学研究科・教授）

杉浦ひとみ（弁護士）杉浦幸子（主婦）鈴木隆史（徳島大学名誉教授）鈴木博康（九

州国際大学・准教授・刑事法）鈴木康斗（住基ネット訴訟福島原告団）芹沢昇雄

芹沢 斉 青山学院大学教授 高井京子 ヘルパー 高田昌明 司法書士 高橋俊夫 清（ ） （ ） （ ） （

和大学名誉教授、文学博士[国文学]）田北康成 田口富久治（名古屋大学名誉教授）

武田博孝（弁護士）武本夕香子（弁護士）只野雅人（一橋大学教授）田中良好（あし

たをひらく女性の会代表）千葉恵子（弁護士）千葉俊一（カトリック司祭）寺崎昭義

（弁護士）東京自治労連［中央執行委員長 荻原 淳］富田英明（十勝平和を考える市

民の会）富山裕美（会社員）鳥毛美範（弁護士）長島 亘（弁護士）中田作成（元大学

教員）永見寿実（弁護士）中村正紀（弁護士）中山幸二（明治大学教授）永山茂樹（東

海大学法科大学院教員）西岡弘之（弁護士）西尾 漠（原子力資料情報室共同代表）

西澤圭助（弁護士）西山智彦 新田真澄（プライバシーアクション・札幌代表）

布目貴大（司法書士）野添憲治（作家）花松五穂 花輪不二男（世田谷地区労顧問）

林 千春（弁護士）原田みき子（教師）平野美和子 平松 毅（姫路獨協大学法科大学

院特別教授）廣島 正（熊本出版文化会館代表取締役）藤岡直登（浄土真宗僧侶）

藤代政夫（鎌ヶ谷市議会議員）藤田容子（低周波騒音研究会代表）

文京区職員労働組合 細野豪志（衆議院議員）堀 敏明（弁護士）本庄紀子 前 正彦

（司法書士）町田正男（弁護士）松﨑甲平 三浦一兆 三浦子 三島 聡（大阪市立

大学法学部教員）三ッ橋トキ子 宮坂満貴子（兵庫県川西市議会議員）向井陽子

村井敏邦（龍谷大学教授）村上和光（金沢大学教員）村田 歩（十勝平和を考える市民

の会共同代表）毛利子来（小児科医）毛利正道（弁護士）森越清彦（弁護士）森田 明

（弁護士）山﨑四朗（住基ネット訴訟福島原告団）山崎吉男（弁護士）山田 真（小児

科医）山内健人（団体役員）吉澤宏治（弁護士）若尾喜美絵（八王子市議会議員）

和田 進（神戸大学教授）和田 肇（名古屋大学大学院法学研究科教授）渡辺千古（弁

） （ ）護士 敬称略 賛同 １４５名・２団体 ２００９年１月１２日現在
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中
止
を
求
め
る
声
が
次
々
に
上
が
る

グ
ー
グ
ル
社
に
「
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」

事
業
の
中
止
要
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
は
、

日
本
に
お
い
て
は
今
回
の
と
り
く
み
が
は
じ

め
て
で
あ
り
、
海
外
の
報
道
機
関
も
大
き
く

報
道
し
ま
し
た
〔
ロ
イ
タ
ー
通
信
、
Ａ
Ｆ
Ｐ

通
信
、
デ
イ
リ
ー
テ
レ
グ
ラ
フ
（
イ
ギ
リ
ス

、
）

シ
ド
ニ
ー
モ
ー
ニ
ン
グ
ヘ
ラ
ル
ド
（
オ
ー
ス

eW
eek

ZD
N

et

ト
ラ
リ
ア

、
ア
メ
リ
カ
の

と

）

な
ど

。
〕
グ
ー
グ
ル
社
は
世
界
各
地
で
「
ス
ト
リ
ー

ト
ビ
ュ
ー
」
事
業
を
提
供
し
て
い
ま
す
が
、

ア
メ
リ
カ
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ

た
と
し
て
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
、
カ
ナ
ダ
で
は

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
法
に
抵
触
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
し
て
い
ま
だ
導
入
さ
れ
て
お
ら

ず
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
大
通
り
や
観
光
地
な
ど

限
定
さ
れ
た
地
域
の
画
像
だ
け
が
公
開
さ
れ

て
い
ま
す
。
ス
イ
ス
と
ド
イ
ツ
で
は
「
ス
ト

リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
事
業
は
許
可
さ
れ
な
い
と

い
う
報
道
も
あ
り
ま
す
。

「
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
の
中
止
を
求
め

、

「

」（

て

福
岡
県
弁
護
士
会
会
長
の

声
明

12

月
１
日
）
と
新
潟
県
弁
護
士
会
会
長
の
「
声

」（

）

。

明

月

日

が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す

12

24

さ
ら
に
、
多
く
の
自
治
体
の
議
会
で
「
意
見

書
」
が
採
択
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ま

「
ス

、

ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
事
業
の
中
止
を
求
め
る

声
が
続
々
と
あ
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

＊
議
会
で
意
見
書
を
採
択
し
た
自
治
体

（

）

２
０
０
８
年

月
末
現
在

12

東
京
都
町
田
市
、
大
阪
府
茨
木
市
、
大
阪

府
高
槻
市
、
奈
良
県
生
駒
市
、
奈
良
県
三

、

、

、

郷
町

奈
良
県
平
群
町

北
海
道
札
幌
市

東
京
都
狛
江
市
、
神
奈
川
県
相
模
原
市

人
権
侵
害
を
つ
づ
け
る
グ
ー
グ
ル
社

周
辺
の
環
境
と
と
も
に
、
市
民
の
容
ぼ
う

・
姿
態
や
居
宅
の
外
貌
を
克
明
に
撮
影
し
公

表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ボ
カ
シ
が

か
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
個
人
や
居
宅

は
特
定
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
抗
議
に
よ
っ

て
「
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
か
ら
画
像
が
削

除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
い
っ
た
ん
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
流
さ
れ
た
画
像
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
の
別
の
サ
イ
ト
に
集
め
ら
れ
転
載
さ

れ
、
さ
ら
に
サ
イ
ト
か
ら
サ
イ
ト
へ
転
載
さ

れ
て
、
半
永
久
的
に
残
り
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル

録
画
の
画
像
は
い
く
ら
時
間
が
経
っ
て
も
劣

化
し
ま
せ
ん
。
現
に
い
ま

「
ま
と
め
画
像

、

集
」
な
ど
で

「
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
の

、

画
面
か
ら
選
ん
だ
特
定
の
個
人
や
居
宅
な
ど

の
写
真
画
像
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
流
さ

れ
、
人
権
を
侵
害
す
る
事
態
が
続
発
し
て
い

る
の
で
す
。

憲
法
違
反
の
「
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」

公
共
空
間
を
通
行
す
る
市
民
を
本
人
の
承

諾
な
し
に
写
真
撮
影
す
る
こ
と
は

「
肖
像

、

権
」
の
侵
害
で
あ
り
、
憲
法

条
に
違
反
し

13

ま
す
。
こ
の
点
は
、
京
都
府
学
連
事
件
・
最

高
裁
判
決
（
１
９
６
９
年

月

日
）[

＊

12

24

１]

や
東
京
地
裁
判
決
（
２
０
０
５
年
９
月

）［

］

。

日

＊
２

に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
す

27さ
ら
に
、
本
人
の
承
諾
な
し
に
、
そ
の
居
宅

を
勝
手
に
撮
影
し
公
表
す
る
こ
と
は
、
早
稲

田
大
学
名
簿
提
供
事
件
・
最
高
裁
判
決
（
２

０
０
３
年
９
月

日

［
＊
３
］
に
照
ら
し

）

12

て
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
と
な
る
こ
と
は

明
ら
か
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
グ
ー
グ
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ル
社
は
、
市
民
や
車
両
や
居
宅
を
勝
手
に
撮

影
し
、
誰
も
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
に
、
無
断
で
公
開
し
続
け
て
い

る
の
で
す
。
グ
ー
グ
ル
社
が
、
札
幌
・
小
樽

・
函
館
・
仙
台
・
東
京
・
さ
い
た
ま
・
千
葉

・
横
浜
・
鎌
倉
・
京
都
・
大
阪
・
神
戸
の
12

都
市
地
域
の
画
像
を
公
開
し
、
さ
ら
に
そ
の

他
の
都
市
地
域
を
撮
影
し
そ
の
画
像
を
公
開

し
つ
つ
あ
る
の
は
、
は
な
は
だ
し
い
人
権
侵

害
行
為
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

［
＊
１
］
京
都
府
学
連
事
件
・
最
高
裁
判
決

（
１
９
６
９
年

月

日
）

12

24

「
何
人
も
、
そ
の
承
諾
な
し
に
、
み
だ
り

に
そ
の
容
ぼ
う
・
姿
態
を
撮
影
さ
れ
な

い
自
由
を
有
す
る
」

［
＊
２
］
東
京
地
裁
判
決
（
２
０
０
５
年
９

月

日
）

27通
行
中
に
無
断
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
で
掲
載

さ
れ
た
と
し
て
、
東
京
都
内
の
女
性
が

サ
イ
ト
を
開
設
し
て
い
る
「
日
本
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
協
会
」
な
ど
に
賠
償
を
求
め

た
訴
訟
。
東
京
地
裁
は
「
原
告
の
承
諾

を
得
ず
に
、
本
件
写
真
を
撮
影
し
、
こ

れ
を
本
件
サ
イ
ト
に
掲
載
し
た
被
告
ら

の
行
為
は
、
原
告
の
肖
像
権
を
侵
害
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
判
断

を
示
し
た
。

［
＊
３
］
早
稲
田
大
学
名
簿
提
供
事
件
・
最

高
裁
判
決
（
２
０
０
３
年
９
月

日
）

12

「
秘
匿
さ
れ
る
べ
き
必
要
性
が
必
ず
し
も

高
い
も
の
で
は
な
い
」
個
人
情
報
で
あ

っ
て
も

「
本
人
が
、
自
己
が
欲
し
な
い

、

他
者
に
み
だ
り
に
こ
れ
を
開
示
さ
れ
た

く
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
へ
の
期
待
は
保
護

さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て

「
プ
ラ
イ

、

バ
シ
ー
に
係
る
情
報
と
し
て
法
的
保
護

の
対
象
と
な
る
」
と
い
う
判
断
を
示
し

た
。

（
東
京
新
聞

２
０
０
８
年

月

日
付
）

12

28
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監
視
社
会
化
の
進
行
を
止
め
よ
う

「
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
に
公
表
さ
れ
た

個
人
情
報
が
他
の
情
報
と
結
び
つ
け
ら
れ
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
流
通
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
市
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
丸
裸
に

さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
流
さ
れ
た
情

報
は
半
永
久
的
に
流
通
し
つ
づ
け
る
こ
と
と

も
か
さ
な
っ
て
、
新
た
な
人
権
侵
害
が
日
々

ひ
き
お
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
ま
次
の
よ
う
な
計
画
が
す
す
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
Ｐ
Ｈ
Ｓ
会
社
の
ウ
ィ
ル
コ
ム
社
は

昨
年
７
月
に
、
全
国

万
箇
所
の
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の

16

基
地
局
を
次
世
代
高
速
無
線
通
信
用
の
も
の

に
更
新
す
る
際
に
、
こ
の
基
地
局
に
カ
メ
ラ

を
設
置
し
て
「
広
範
な
定
点
設
置
型
カ
メ
ラ

・
セ
ン
サ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
構
築
す
る
計

画
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
ウ
ィ
ル
コ
ム
社

は

こ
の
計
画
は

市
街
地
の
防
犯

や

天

、

「

」

「

候
・
環
境
情
報
の
収
集

「
リ
ア
ル
タ
イ
ム

」
、

な
交
通
状
況
掌
握
」
な
ど
の
事
業
に
利
用
で

き
る
と
宣
伝
し
て
い
ま
す
が
、
郵
便
ポ
ス
ト

と
ほ
ぼ
同
数
あ
る
基
地
局
（
そ
の
多
く
は
市

街
地
に
設
置
）
に
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
る
な

ら
ば
、
そ
の
地
域
を
通
行
す
る
市
民
と
車
両

が
本
人
の
承
諾
な
く
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
撮
影

・
記
録
さ
れ
、
そ
の
映
像
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

上
に
流
通
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
都
市
の

詳
細
な
パ
ノ
ラ
マ
写
真
画
像
を
提
供
し
て
い

る
「
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
事
業
に
く
わ
え

て
、
こ
の
計
画
が
も
し
実
施
さ
れ
、
リ
ア
ル

タ
イ
ム
の
画
像
が
撮
影
さ
れ
、
流
通
さ
せ
ら

れ
た
な
ら
ば

「
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
事

、

業
以
上
の
人
権
侵
害
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
こ

と
は
必
至
で
す
。

さ
ら
に
、
警
視
庁
は
い
ま
、
２
０
１
０
年

度
の
「
モ
デ
ル
地
区
」
で
の
試
験
運
用
を
目

指
し
て

「
３
次
元
顔
形
状
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

、

（

）
」

自
動
照
合
シ
ス
テ
ム

顔
照
合
シ
ス
テ
ム

導
入
計
画
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
シ
ス
テ

ム
は
、
民
間
の
「
防
犯
カ
メ
ラ
」
が
撮
影
し

た
顔
画
像
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
警
視
庁
の
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
送
信
さ
せ
、
警
視
庁
が
保
有

（
手
配
犯
も
し
く
は
掌

し
て
い
る
デ
ー
タ

握
し
た
い
人
物
の
顔
写
真
を
立
体
画
像
に

復
元
し
た
デ
ー
タ
）
と
百
分
の
一
秒
で
自

す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
警
視
庁

動
照
合

は

「
官
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
」

、
と
称
し
て
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
民
間
の
「
防

犯
カ
メ
ラ
」
を
接
続
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
す

る
こ
と
を
企
ん
で
い
ま
す
。

ウ
ィ
ル
コ
ム
社
の
計
画
が
実
現
さ
れ
、
警

視
庁
の
こ
の
「
顔
照
合
シ
ス
テ
ム
」
や
警
察

庁
の
Ｎ
シ
ス
テ
ム
（
自
動
車
ナ
ン
バ
ー
自
動

読
取
シ
ス
テ
ム
）
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
れ
ば
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・
誰

と
・
ど
の
よ
う
に
通
行
し
た
か
を
掌
握
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
さ
に
「
人
間
Ｎ
シ

ス
テ
ム
」
そ
の
も
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
地
図
上
の
あ
る
地
点
を
指
定

す
れ
ば
い
つ
で
も
道
路
や
住
宅
の
画
像
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
「
便
利
さ
」
と
引
き
替
え

に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
丸
裸
に
さ
れ
る
よ
う

な
社
会
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
グ

ー
グ
ル
社
の
「
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
」
事
業

を
認
め
る
こ
と
は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の
行

動
が
監
視
下
に
お
か
れ
る
監
視
社
会
化
に
大

き
く
途
を
開
く
も
の
で
あ
り
、
許
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。


